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平成 30年度農業振興開発事業 実施希望者募集一覧表 

 

 

 

 

Ｐ２「実施申請書」には、「取り組みたい内容、品種名・栽培面積・導入本数」をご記入ください。 

№ 品 目 事業名 事業内容 

1 園 芸 きゅうり生産基盤拡大事業 1. 新規栽培面積の獲得 

 新規アーチ施設の設置助成          （補助率 20%以内） 

2 園 芸 野菜生産拡大・安定対策事業 1. ズッキーニの普及拡大と栽培技術の確立 

 ポット苗の導入助成            （補助率 20%以内） 

3 園 芸 シャクヤクの生産基盤の 

拡大事業 

1. 生産基盤の拡大 

 新植・老齢株の改植助成          （補助率 20%以内） 

4 園 芸 きゅうり生産基盤拡大事業 1. 接ぎ木きゅうり苗（全農長野苗）の安定供給 

 JA指定苗木の導入助成           （補助率20%以内） 

5 園 芸 トルコギキョウの 

生産拡大事業 

1. 需要の高い品種の導入（フリンジ、中大輪） 

 JA指定品種の導入助成            （補助率20%以内） 

6 園 芸 干柿生産基盤の強化事業 1. 乾燥施設、新型皮むき機、柿もみ機、選別機、乾燥機導入等 

 施設・機械類の導入助成           （補助率 20%以内） 

7 園 芸 果樹品目生産拡大品種 

振興事業 

1. りんご：シナノリップ早期産地基盤の確立 

2. りんご：百年ふじ早期生産基盤の確立 

 苗木の導入助成              （補助率 20%以内） 

8 園 芸 早期樹形確立開発事業 1. 早期樹形確立用付属支柱購入助成（５年生未満の若木園を対象） 

 付属支柱の助成               （補助率 20%以内） 

9 園 芸 果樹品目生産基盤強化事業 

申請に当たっては、品目担当技術員と 

充分に相談のうえ、申込をして下さい 

1. 棚栽培果樹の基盤拡大強化事業 

 （新規または、更新で 1 圃場 50 万円以上の費用を要するもの） 

 本年度につきましては、自力で設置することを助成条件とします。 

 ぶどう・プラム・ナシの棚建設資材助成   （補助率 20%以内） 

10 園 芸 果樹品目生産基盤強化事業 

申請に当たっては、品目担当技術員と 

充分に相談のうえ、申込をして下さい 

1. 果樹の簡易雨よけ栽培モデル推進事業 

 （新規または、更新で 1 圃場 50 万円以上の費用を要するもの） 

 本年度につきましては、自力で設置することを助成条件とします。 

 ぶどう・プラムの雨よけ施設資材助成（上組み）（補助率 20%以内） 

11 園 芸 園芸品目果実品質向上維持 

対策事業 

1. 白系反射マルチ設置による果実品質向上対策事業 

 対象品目：ぶどう・桃・サクランボ・プラム 

 マルチ設置による資材助成         （補助率 10%以内） 

12 きのこ きのこ新品目 

生産基盤確立事業 

1. 施設改修、機械類導入に関する費用の補助 

 （クロアワビタケ、ヒラタケ栽培が対象）  （補助率 20%以内） 

13 きのこ きのこ生産基盤強化事業 1. 冷凍機更新生産者支援 

 対象生産者：全きのこ生産者 

  1 戸当り補助額上限 冷凍機更新金額（機械のみ）の 20％ 

           （上限 70 万円） 

 冷凍機・冷却機更新に対する助成      （補助率 20%以内） 

  

【募集にあたり、平成 25 年度から次の条件を設けています。】 

  ① 補助金額は事業１件につき事業費の 20%以内、100 万円を上限といたします。 

      また工事費は対象外といたします。 

  ② 平成 27 年度から平成 29 年度までの３ヵ年間に利用された農業振興開発事業の 

      補助合計額が 100 万円未満の方を対象といたします。 

 

平成 30 年 4 月 
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2 

 

農業振興開発事業実施希望者の取りまとめについて 
平成 30 年 4 月 

Ｊ Ａ 中 野 市 

農作物の安定生産を行うには、施設や新品目・新品種等の導入が不可欠です。これまでも JA 中野市では、導入に対して 

  農業振興開発事業として助成を行ってまいりました。今年も 29 年度の総括を踏まえ、農業振興開発事業をすすめてまいり 

  ます。つきましては、農業振興開発事業を利用した新たな取り組みを希望される方は下記により申込書を提出してください。 

記 

１．取組む事業   園芸、きのこ振興開発事業 （１３事業） 

事業内容はＰ１の一覧表をご覧下さい。 

２．申込者の要件  

農業を専業的に取組むＪＡ正組合員、及び地域農業振興に熱意を持って取組む正組合員。 

 

 

 

 

 

 

３．希望の取りまとめ 

農業振興開発事業導入の希望のある方は、下記により申込書を提出してください。 

① 申し込み締め切り    平成３０年５月２日（水）提出分まで 

② 申込書（下記掲載、きりとり線で切り離してご提出ください） 

③ 提出先 最寄りの各事業所又は営農センター 

４．事業の承認について 

   お申込み頂いた内容に関し、農業振興開発積立金管理委員会において審査後、承認の可否についてお知らせいたします。 

   なお、国・県・市・全農・信連等が実施する補助事業の対象となった案件は、当事業による助成の適用対象外といたします。 

    ＊不明な点・事業内容等は、園芸課・きのこ技術課・営農支援課まで問い合わせください。 

 園芸課 電話 23-3933  きのこ技術課 電話 26-0370  営農支援課 電話 22-4221 

 

平成３０年度農業振興開発事業実施申込書                               

 

住所                 氏名               ㊞   電話   －          

＊＊＊＊＊以下の項目については、Ｐ１「実施希望者募集一覧表」を参照の上、ご記入ください＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ＪＡ記入欄 

 

 

 

受付部署 （       ） 営農支援課 

受付日 年 月 日 年 月 日 

受付者 

  

事業所・営農センター ⇒ 営農支援課  行き 

【平成 25 年度事業から、より多くの方に利用していただけるように次の条件を設けました。】 

 ① 補助金額は事業１件につき事業費の 20%以内、100 万円を上限といたします。 

     また工事費は対象外といたします。 

 ② 平成 27 年度から平成 29 年度までの３ヵ年間に利用された農業振興開発事業の 

     補助合計額が 100 万円未満の方を対象といたします。 

事業内容 （希望する事業項目に○を記入して下さい） 

○印 事業№と事業名 ○印 事業№と事業名 

（  ） １ きゅうり生産基盤拡大事業 （  ） ８ 早期樹形確立開発事業 

（  ） ２ 野菜生産基盤拡大・安定対策事業 （  ） ９ 果樹品目生産基盤強化事業（棚助成） 

（  ） ３ シャクヤクの生産基盤の拡大事業 （  ） 10 果樹品目生産基盤強化事業（雨よけ施設助成） 

（  ） ４ きゅうり生産基盤拡大事業（きゅうり苗助成） （  ） 11 園芸品目果実品質向上維持対策事業 

（  ） ５ トルコギキョウの生産拡大事業 （  ） 12 きのこ新品目生産基盤確立事業 

（  ） ６ 干柿生産基盤の強化事業 （  ） 13 きのこ生産基盤強化事業 

（  ） ７ 果樹品目生産拡大品種振興事業(りんご苗助成) （  ）   

＜記入上のご注意＞ 

①株・苗木助成の場合は、希望品種と希望本数を記入して下さい。②施設・資材助成の場合は見積書を添付して下さい。 

（取り組みたい内容を具体的にご記入ください。なお品目担当技術員とご相談の上、申請手続きを行って下さい。） 

 

 

  園地の所在地                         面積            ａ  

  希望品目・品種                        希望本数          本  

きりとりせん 

ＪＡ中野市 御中 


